
 

42 

 

 

4.5.  計算指示（仮処理） 

4.5.1. 仮処理実施 

 『給与計算』⇒『給与』「計算指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「仮処理指示」ボタンを押下すると、「引き続き伝送処理を行いますか？」というメッセージ

が表示されますので「はい」を押下後、弊社にデータが送信され計算処理を行います。 

＊「仮処理指示」ボタンを一度押すと、３分間は再度押すことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「再表示」ボタンを押下し、ステータス（★）が「入力中」→「仮処理実施中」となれば、 

送信完了です。 

仮処理計算後、仮処理結果が弊社より送信され、自動的にデータを取り込みます。 

仮処理結果データの確認は結果確認画面にて行います。 

 

（★） ステータスについて 

 入力中           →  仮処理指示ボタンを押していない状態 

 仮（本）処理実施中  →  仮（本）処理実施ボタンを押し、計算が行われている最中  

 仮（本）処理反映    →  仮（本）処理結果が反映されている状態 

② 

 ① 

③ 

④ 
※１ 

人事連携について 

「仮処理指示」を押下する前に、「4.1 支給日登録」画面の「人事連携」を押下いただくと、 

常に最新の人事情報をもとに仮処理を行うことができます。 

 

※２ 

★ 
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③ 「仮処理指示」ボタンを押下した際、仮処理指示前全量チェックが行われます。該当者が

いると各種リストが出力されます。各種リストが出力されても、④のエラーがなければ仮処

理は実施されています。 

各種リストの内容を確認後、必要に応じて修正し、再度「仮処理指示」ボタンを押下してく

ださい。（内容を確認し問題なければ対応は不要です） 

 

（※１）仮処理指示前全量チェックのサンプル 

 例１：年齢到達者リスト 

 

 「年齢到達者リスト」が出力された場合、以下をご確認ください。 

到達年齢

（A 列） 

当月徴収のお客様の場合 

該当の社員を確認し問題なければ対応不要 

翌月徴収のお客様の場合 

 該当の社員確認し問題なければ対応不要 

当月 40 歳 40 歳になったので介護保険の徴収が今月より開始

されました 

40 歳になったので介護保険の徴収が翌月より開始

されます 

当月 65 歳 65 歳になったので介護保険の徴収が今月で終了し

ました 

65 歳になったので介護保険の徴収が翌月で終了し

ます 

当月 70 歳 70 歳になったので厚生年金保険の徴収が今月で終

了しました 

70 歳になったので厚生年金保険の徴収が翌月で終

了します 

当月 75 歳 75 歳になったので健康保険の徴収が今月で終了し

ました 

75 歳になったので健康保険の徴収が翌月で終了し

ます 

 

  例２：銀行・支店番号エラーリスト 

「銀行・支店番号エラーリスト」が出力された場合、対象者の口座情報を確認し、『振込口座情報』

より修正してください。振込情報が未訂正の場合、当該従業員の振込データは作成されません

ので、速やかに訂正をお願いします。なお、「銀行・支店番号エラーリスト」が出力されても、仮処

理は実施できています。 

 

※「銀行・支店番号エラーリスト」は前回の本処理結果をチェックしているため、修正後、再度仮

処理を実施しても「銀行・支店番号エラーリスト」は出力されます。 

「銀行・支店番号エラーリスト」に表示されなくなるタイミングは、次月の仮処理実施時です。 

 

仮処理でも、振込金額のある方に同様のチェックを行っています。 

結果メッセージに「E301 振込支店番号は支給日現在 廃店となっています」と出ている場合、

正しく訂正できておりませんので、登録内容の見直しをお願いします。 
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 例３：市区町村エラーリスト 

 

 

 

「市区町村エラーリスト」が出力された場合、対象者の市区町村コードを確認し、必要があれば

『給与基本情報』の「市区町村（徴収）」を修正してください。内容に問題なければ対応不要です。 

修正後、再度仮処理を実施し、出力対象が存在しなくなるとエラーリストは出力されません。（画

面から表示が消えます） 

なお、「市区町村エラーリスト」が出力されても仮処理は実施できています。 

 

 

＜注意＞ 

仮処理指示前全量チェックで作成される各種リストは、修正の結果、出力対象が存在しな

くなっても表示されたままです。 

なお、各種リストは作成日を含め４日目には自動で消えます。 

よって、必要なお客様はダウンロードして、各種リストを保存しておくことをおすすめしま

す。 
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④ 「仮処理指示」ボタンを押下した際、以下のメッセージが表示され「エラーファイル」が出力

されることがあります。その場合、仮処理は実施できておりませんので、「エラーファイル」

にてエラー内容を確認後、修正し、再度「仮処理指示」ボタンを押下してください。    

         

 

 

 

 

 

 

（※２）エラーファイルのサンプル 

 

 

 

 

 

エラーファイルに出力された方について、以下対応をしてください。 

メッセージ 対応方法 

振込口座情報が未入力です。 『給与計算』⇒『給与』「振込口座情報」をご入力ください。 

・支給がなくても、処理対象であれば登録は必要です。 

  例）6/1 入社、6/15 賞与は支給なし、6/25 給与が初回支給 

   連携開始年月日：20xx/06/01 

→賞与の支給はなくても、賞与処理で口座の登録が必要。 

   連携開始年月日：20xx/06/25 

→6/15賞与に連携されないので、賞与処理でエラーは出ない。 

・現時点では口座情報が不明な場合、「給与口座１」「支給区分」を「３：全額現金」で 

登録することで、仮処理が実施できます。 

仮処理を実施後に、必ず正しい振込口座情報を登録し直してください。 

給与基本情報が未入力です。 『給与計算』⇒『給与』「給与基本情報」の「税表区分」をご入力ください。 

所属コードが未入力です。 『人事管理』⇒『人事』「発令」「発令項目」の「02 所属」をご入力し、「人事連携」（支給

日登録画面）を実施してください。 

 

＜注意＞ 

「エラーファイル」は、仮処理が正常に実施できた場合も表示されたままですが、ステータ

ス（★）が「仮処理実施中」であれば、仮処理は実施されています。 

なお、「エラーファイル」は作成日を含め４日目には自動で消えます。 


